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第１０７回淡路市議会定例会提出議案の概要説明書 
  
１ 条例制定    １５件 

 (１) 制定条例    １件 

議案等番号 件           名 所 管 課 

議案第６３号 ○ 淡路市生穂・佐野地域活性化施設の設置及び管理に関する条例

制定の件 
 
 野田尾及び興隆寺地域に整備する市民農園交流施設、滞在型市民

農園施設及び野営場について、生穂・佐野地域活性化施設として、

「地方自治法」（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２の規定に

基づき、公の施設の設置及び管理に関し必要な事項を定める条例を

新たに制定する。 

 (１) 生穂・佐野地域活性化施設の名称及び位置 

名称 位置 

野田尾地域市民農園交流施設 淡路市野田尾６２７番地５ 

野田尾地域滞在型市民農園施設 淡路市野田尾７３１番地 

興隆寺地域滞在型市民農園施設 淡路市興隆寺３６０番地 

興隆寺野営場 淡路市興隆寺１１５番地１ 

 (２) 利用許可施設及び使用料の額 

区分 施設 単位 使用料 

野田尾地

域市民農

園交流施

設 

(管理事務所) － － 

農水産物加工

作業室 
１時間 ６２０円 

調理室 １時間 ６２０円 

交流スペース １㎡当たり ３０円 

野田尾地域滞在型市民農園

施設（クラインガルテン野田

尾） 

１区画 年額  ４９２,０００円 

興隆寺地域滞在型市民農園

施設（興隆寺ヴィレッジファ

ーマーズハウス） 

１区画 年額１,００８,０００円 

興隆寺野

営場（興

隆寺 

(管理棟) － － 

(サニタリー棟) － － 

キャンプサイト 

（全１５区画）

（定員４人） 

宿泊 １区画 

 
５,０００円 

日帰り１区画 ３,０００円 

コインシャワー １０分 ３００円 
 
 ※ 施行期日 令和６年４月１日 

農林水産課 

 

（２） 改正条例   １４件 

議案等番号 件           名 所管課 

議案第６４号 ○ 淡路市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例（平成１７年淡路市条例第４３号）の一部を改正する条例

制定の件 
 
 地域の住民、保護者等の意向に的確に対応した教育活動を実施し、

信頼される学校づくりを進めるため、「地方教育行政の組織及び運営

学校教育課 

総 務 課 
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に関する法律」（昭和３１年法律第１６２号）第４７条の５の規定に

基づき、学校運営への必要な支援に関する事項を協議する学校運営

協議会を、新たに学校ごとに設置することができるよう、学校運営

協議会委員の報酬の額について定める。 

区分 報酬の額 

学校運営協議会委員 年額     ５,０００円 

 

 ※ 施行期日 令和６年４月１日 

議案第６５号 ○ 淡路市運動公園の設置及び管理に関する条例（平成１７年淡路

市条例第２４６号）の一部を改正する条例制定の件 
 
 生穂新島運動公園内に整備している屋外で球技（サッカー、ラグ

ビー等）を楽しめる小規模なスポーツ広場について、同公園内の施

設として「地方自治法」第２４４条の２の規定に基づき、新たに多

目的広場を設置することに伴い、その利用時間及び使用料に関する

事項を定める。 
 
 (１) 利用時間 

  ア  ４月～  １０月 午前９時～午後８時 

  イ １１月～翌年の３月 午前９時～午後５時 

 (２) 使用料 

  ア 市民  １時間につき１,５００円 

  イ 市民外 １時間につき３,０００円 

 

 ※ 施行期日等 令和６年３月１日からとし、利用の許可その他

当該多目的広場の利用等に関し、必要な経過措置を設ける。 

ス ポ ー ツ 

推 進 課 

議案第６６号 ○ 淡路市職員の給与に関する条例（平成１７年淡路市条例第４９

号）及び淡路市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条

例（令和元年淡路市条例第７号）の一部を改正する条例制定の件 
 
 令和５年人事院勧告において、民間給与の支給状況等を踏まえ、

国家公務員の給与について、月例給・特別給ともに支給率の引上げ

をすることが勧告されたことに伴い、同勧告に基づく国家公務員の

給与法の改正に準拠して所要の措置を講じる。 

１ 第１条の改正により、１２月期の期末手当及び勤勉手当の支給

割合をそれぞれ「１００分の５」（暫定再任用職員「１００分の２.

５」）に引き上げ、及び給料月額を若年層に重点を置いて平均１.

１％引き上げる。 

２ 第２条の改正により、第１条で引き上げた支給割合を令和６年

度以後は、６月期と１２月期が均等になるよう所要の措置を講じ

る。 

３ 第３条の改正により、上記１と同様に会計年度任用職員の１２

月期の期末手当を引き上げ、並びに給料月額及び報酬（月額で報

酬を定める者に限る。）も引き上げる。ただし、日額又は時間で報

酬を定める職員の令和５年４月から１２月までに支給する報酬及

び期末手当について、特例措置を講じる。 

 

総 務 課 



 

                      - 3 - 

 ※ 施行期日等 公布の日（第１条の給与の改正規定及び第３条

の会計年度任用職員（一部を除き。）の給与及び報酬の改正規定

は、令和５年４月１日に遡及適用）。ただし、第２条の令和６年

度以後の給与の改正規定については、令和６年４月１日からと

する。 

議案第６７号 ○ 淡路市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

（平成１７年淡路市条例第４６号）の一部を改正する条例制定の

件 
 
 議案第６６号の改正に伴い、市長等の特別職の特別給の支給割合

についても、同様に所要の措置を講じる。 

１ 第１条の改正により、市長、副市長及び教育長の期末手当につ

いて、一般職に準じて、期末手当の支給割合を在職期間の区分に

応じ、引き上げる。 

２ 第２条の改正により、第 1条で引き上げた支給割合を令和６年

度以後は、６月期と１２月期が均等になるよう所要の措置を講じ

る。 

 

 ※ 施行期日等 公布の日（第１条の期末の改正規定は、令和５

年１２月１日に遡及適用）。ただし、第２条の令和６年度以後の

期末の改正規定については、令和６年４月１日からとする。 

総 務 課 

議案第６８号 ○ 淡路市災害派遣手当等の支給に関する条例（平成１７年淡路市

条例第５１号）の一部を改正する条例制定の件 
 
 「新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正

する法律」（令和５年法律第１４号）により、本件条例に引用する条

項のずれ及び手当の名称変更が生じ、また、「大規模災害からの復興

に関する法律」（平成２５年法律第５５号）の規定により派遣された

職員についても災害派遣手当を支給できるよう、本件条例に所要の

措置を講じる。 
 
 ※ 施行期日 公布の日 

総 務 課 

議案第６９号 ○ 淡路市国民健康保険税条例（平成１７年淡路市条例第１４５号）

の一部を改正する条例制定の件 
 
 「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康

保険法等の一部を改正する法律」（令和５年法律第３１号）及び「全

世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法

等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関す

る政令」（令和５年政令第２４３号）が令和６年１月１日から施行す

る。 

 これらの改正法令により、出産被保険者（国民健康保険税の納税

義務者の世帯に属する出産し、又は出産する予定の被保険者をいう。）

に係る産前産後期間の所得割額及び被保険者均等割額について、条

例で定めることにより減額をすることができる規定が新設されたこ

とに伴い、国民健康保険税の軽減に関する事項に所要の措置を講じ

る。 
 
 ※ 施行期日等 令和６年１月１日。また、国民健康保険税の適

税 務 課 
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用に関し、必要な経過措置を設ける。 

議案第７０号 ○ 淡路市集会所等の設置及び管理に関する条例（平成２１年淡路

市条例第５０号）の一部を改正する条例制定の件 
 

 畦ヶ内
あ ぜ が う ち

会館の建替えにより所在地番に変更が生じたことに伴い、

位置に係る規定を整理するとともに、糸谷
いとだに

集会所についても規定を

整理する。 
 
 ※ 施行期日 公布の日 

管 財 課 

議案第７１号 ○ 淡路市印鑑条例（平成１７年淡路市条例第１７号）の一部を改

正する条例制定の件 
 
 「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」

（令和３年法律第３７号）による「電子署名等に係る地方公共団体

情報システム機構の認証業務に関する法律」（平成１４年法律第１５

３号）の改正により、個人番号カード（マイナンバーカード）所持

者について、電子証明書のスマートフォン（移動端末設備）への搭

載が可能となったことに伴い、印鑑登録証明書について、スマート

フォンに搭載された電子証明書を用いたコンビニ交付ができるよう

所要の措置を講じる。 
 
 ※ 施行期日 公布の日 

市民人権課 

議案第７２号 ○ 淡路市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提

供に関する条例（平成２７年淡路市条例第２７号）の一部を改正

する条例制定の件 
 
 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律等の一部を改正する法律」（令和５年法律第４８号。以下

「番号利用法等の一部改正法」という。）が一部の規定を除き、公布

の日から起算して１年３月を超えない範囲内（令和６年９月８日ま

で）において政令で定める日から施行する。 

 この改正法により、「行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律」（平成２５年法律第２７号。以下「番

号法」という。）で規定する事務に加え、これに準ずる事務として主

務省令で定めるものにおいて、必要な限度で個人番号を利用するこ

とができる。 

 また、特定個人情報の提供の制限について、番号法に規定する事

務のうち、迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化

を図るべきものとして主務省令で定めるものを「特定個人番号利用

事務」と、必要な特定個人情報として主務省令で定めるものを「利

用特定個人情報」と、それぞれ整理されたことに伴い、本件条例に

所要の措置を講じる。 
 
 ※ 施行期日 「番号利用法等の一部改正法」附則第１条本文に

規定する施行の日 

市民人権課 

議案第７３号 ○ 淡路市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提

供に関する条例の一部を改正する条例制定の件 

市民人権課 

福祉総務課 
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 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律第十九条第九号に基づく特定個人情報の提供に関する規

則」（平成２８年個人情報保護委員会規則第５号）で定める要件を満

たす、地方公共団体が条例で定める事務（以下「独自利用事務」と

いう。）については、他の地方公共団体や国の行政機関等との情報連

携が可能となっている。 

 本市が実施する福祉医療費助成に係る各事業については、この要

件を満たすものであり情報連携によって行政事務の効率化や市民の

利便性の向上を図るため、本件条例に所要の措置を講じる。 

 

 ※ 施行期日 公布の日 

議案第７４号 ○ 淡路市墓地の設置及び管理に関する条例（平成１７年淡路市条

例第１３８号）の一部を改正する条例制定の件 
 
 任意的な制度として、パートナーシップ宣誓制度の導入に伴い、

宣誓したパートナーを事実上婚姻と同等の事情にある者と認めるた

め、市営墓地の使用権について、婚姻と同等のサービスが受けられ

るよう、本件条例に所要の措置を講じる。 
 
 ※ 施行期日 令和６年１月１日 

生活環境課 

 

議案第７５号 ○ 淡路市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基

準に関する条例（平成２６年淡路市条例第１５号）の一部を改正

する条例制定の件 
 
 「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・

子育て支援施設等の運営に関する基準及び子ども・子育て支援法施

行規則の一部を改正する内閣府令」（令和５年内閣府令第６７号）に

より「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ど

も・子育て支援施設等の運営に関する基準」（平成２６年内閣府令第

３９号）が改正され、認定こども園に関する認定手続に係る条項を

整備するほか、「従うべき基準」である特別利用保育の基準及び特別

利用教育の基準について、所要の措置を講じる。 

 

 ※ 施行期日 公布の日 

子育て応援課 

議案第７６号 ○ 淡路市営住宅の設置及び管理に関する条例（平成１７年淡路市

条例第１９８号）及び淡路市営特定公共賃貸住宅の設置及び管理

に関する条例（平成１７年淡路市条例第２００号）の一部を改正

する条例制定の件 
 
 任意的な制度として、パートナーシップ宣誓制度の導入に伴い、

宣誓したパートナーを事実上婚姻と同等の事情にある者と認めるた

め、市営住宅及び特定公共賃貸住宅の入居要件について、婚姻と同

等のサービスが受けられるよう、本件条例に所要の措置を講じる。 

 

 ※ 施行期日 令和６年１月１日 

都市計画課 

議案第７７号 ○ 淡路市空家等対策協議会条例（平成３０年淡路市条例第２号）

及び淡路市空家等の適切な管理に関する条例（令和元年淡路市条

例第１号）の一部を改正する条例制定の件 

都市計画課 
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 「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」

（令和５年法律第５０号）が令和５年６月１４日に公布され、同日

から起算して６か月を超えない範囲内において政令で定める日から

施行する。 

 この改正法により、周囲に悪影響を及ぼす特定空家等の除去等の

更なる促進に加え、周囲に悪影響を及ぼす前の段階から空家等の有

効活用や適正な管理を確保するなど、空き家対策が総合的に強化さ

れている。 

 そのため、「空家等対策の推進に関する特別措置法」（平成２６年

法律第１２７号。以下「法」という。）の条項が整理されたことに伴

い、関係する条例に所要の措置を講じる。 

１ 第１条の改正により、法を引用する条項を整理する。 

２ 第２条の改正により、特定法定外空家等について、法に規定す

る措置をとることができるよう規定を整備する。 
 
 ※ 施行期日 公布の日 

 

２ 事件決議   １５件 

議案等番号 件           名 所管課 

議案第７８号 ○ 淡路市立津名中学校大規模改造工事（第２期）請負変更契約締

結の件 
 
 学校との協議・調整の結果、今後の社会情勢及び教育現場の構造

の変化に鑑み、Ｗｅｂ会議等に対応できるよう、相談室のＯＡフロ

ア化工事等の追加、多目的ホールへのマルチモニターの設置並びに

教室等の家具類の仕様変更及び追加工事を行う。 

 その他、放送設備の仮設工事及び電話設備等の更新工事の追加並

びに一部空調設備の仕様を変更する。 

 (１) 議案番号    議案第４８号（令和５年６月１９日議決） 

 (２) 当初契約年月日 令和５年６月１９日 

 (３) 契約の目的   淡路市立津名中学校大規模改造工事（第

２期） 

 (４) 契約金額の変更 

  ア 議決金額（当初）  ５８５,９７０,０００円 

  イ 第１回変更後金額  ６３５,１４０,０００円 

  ウ 当初からの変更金額  ４９,１７０,０００円 

  エ 当初からの増減率      ８.４パーセント 

(５) 契約の相手方  常盤興業㈱ 取締役 中田忠義 

教育総務課 

議案第７９号 ○ 財産の処分の件（淡路警察署隣接市有地） 
 
 明石海峡大橋を眼前に望み、絶好のロケーションに恵まれ、リゾ

ート地としての活用又は商業施設用地など、幅広い用途に適してい

る本件土地について、民間事業者の持つ英知と豊かな創造性と活力

により、本件土地が持つ可能性を最大限に引き出し、雇用の創出や

定住人口及び交流人口の増加、更には地域活性化に資することを目

的として、次のとおり売却する。 

１ 土地の所在地、地目及び面積 

管 財 課 
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所在地 地目 面積（㎡） 

淡路市岩屋２９４２番４２ 雑種地 ７８７ 

淡路市岩屋２９４２番４３ 雑種地 ８,３３０ 

合計 － ９,１１７ 

２ 売却価格   １２０,０００,０００円 

３ 契約方法   プロポーザル方式による随意契約 

４ 契約の相手方 株式会社パソナグループ 

         代表取締役グループ代表兼社長 南部靖之 

議案第８０号 ○ 市道生穂津名の郷線道路改良工事（１工区）請負変更契約締結

の件 
 
 当該工事において、高盛土区間における軟弱な土砂を入れ替える

必要が生じ、土砂運搬及び残土処分を追加するとともに、伐採木に

係る木材の処分量を実績値に変更する。 

 (１) 議案番号    議案第３３号（令和４年６月２０日議決） 

 (２) 当初契約年月日 令和４年６月２０日 

 (３) 契約の目的   市道生穂津名の郷線道路改良工事（１工

区） 

 (４) 契約金額の変更 

  ア 議決金額（当初）   ２３７,２５９,０００円 

  イ 第２回変更後金額   ２８５,３０５,９００円 

  ウ 当初からの変更金額   ４８,０４６,９００円 

  エ 当初からの増減率      ２０.３パーセント 

 (５) 契約相手方  株式会社藤岡組 代表取締役 藤岡淳二 

生活環境課 

議案第８１号 ○ 財産の処分の件（北淡震災記念公園「観光・レクリエーション

施設」） 
 
 淡路市北淡震災記念公園の観光・レクリエーション施設について、

民間事業者の持つ英知と活力により豊かな創造性を発揮し、雇用の

創出と定住人口、交流人口の増加、更に地域創生に資することを目

的として、次のとおり売却する。 

１ 施設の構造、種類及び床面積 

構 造 種類 床面積

（㎡） 

鉄筋コンクリート造陸屋根２階建 店舗 ９５９.８７ 

軽量鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建 物置 ２５.９６ 

合計 － ９８５.８３ 

２ 売却価格   ２３,４０４,０００円 

３ 契約方法   プロポーザル方式による随意契約 

４ 契約の相手方 神姫バス株式会社 代表取締役社長 長尾真 

商工観光課 

議案第８２号 ○ 公の施設の指定管理者の指定に関する件（平成１７年淡路市条

例第１７７号「一宮高山農業研修所」） 
 
１ 施設名等 一宮高山農業研修所 淡路市高山乙１９８番地７ 

２ 指定管理者 高山町内会 会長 繁森寛文 

３ 指定期間  令和６年４月１日～令和１１年３月３１日 

４ 選定方法  非公募   ５年間 

一宮事務所 

市民窓口課 
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議案第８３号 ○ 公の施設の指定管理者の指定に関する件（平成２１年淡路市条

例第５０号「集会所等「尾崎会館」、「郡家会館」、「糸谷集会所」」） 
 
１ 尾崎会館 淡路市尾崎１６２４番地２ 

 (１) 指定管理者 尾崎地区町内会 代表者 会長 上田満洋 

 (２) 指定期間  令和６年４月１日～令和１１年３月３１日 

 (３) 選定方法  非公募   ５年間 

２ 郡家会館 淡路市郡家１１７番地１ 

 (１) 指定管理者 郡家地区町内会 代表者 会長 小坂光由 

 (２) 指定期間  令和６年４月１日～令和１１年３月３１日 

 (３) 選定方法  非公募   ５年間 

３ 糸谷集会所 淡路市多賀２４６２番地２ 

 (１) 指定管理者 糸谷町内会 会長 小原留美 

 (２) 指定期間  令和６年４月１日～令和１１年３月３１日 

 (３) 選定方法  非公募   ５年間 

一宮事務所

市民窓口課 

議案第８４号 ○ 公の施設の指定管理者の指定に関する件（平成２１年淡路市条

例第１６５号「婦人の家」） 
 
１ 施設名等  婦人の家 淡路市大磯１０番地 

２ 指定管理者 大磯町内会 会長 谷池祥通 

３ 指定期間  令和６年４月１日～令和１１年３月３１日 

４ 選定方法  非公募   ５年間 

東浦事務所

市民窓口課 

議案第８５号 ○ 公の施設の指定管理者の指定に関する件（平成１７年淡路市条

例第１３９号「斎苑 緑風の里」） 
 
１ 施設名等  斎苑 緑風の里 

        淡路市野田尾２５２番地２ 

２ 指定管理者 株式会社五輪
ごりん

 代表取締役 宮本岳司朗 

３ 指定期間  令和６年７月１日～令和１１年３月３１日 

４ 選定方法  公募    ４年９か月間 

生活環境課 

議案第８６号 ○ 公の施設の指定管理者の指定に関する件（平成１７年淡路市条

例第２７号「「北淡震災記念公園「野島断層保存館」、「セミナー

ハウス」、「震災体験館」、「公園緑地広場等」」） 
 
１ 施設名等  北淡震災記念公園「「野島断層保存館」、「セミナ

ーハウス」、「震災体験館」、「公園緑地広場等」」 

 淡路市小倉１７３番地１ 

２ 指定管理者 株式会社ほくだん 代表取締役 米山正幸 

３ 指定期間  令和６年４月１日～令和９年３月３１日 

４ 選定方法  非公募   ３年間 

商工観光課 

議案第８７号 ○ 公の施設の指定管理者の指定に関する件（平成１７年淡路市条

例第１５０号「津名産地直売所」） 
 
１ 施設名等  津名産地直売所 

淡路市中田４１３９番地４ 

２ 指定管理者 株式会社淡
あわ

山海
さんかい

 代表取締役 柴田浩典 

３ 指定期間  令和６年４月１日～令和９年３月３１日 

４ 選定方法  公募    ３年間 

商工観光課 
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議案第８８号 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定に関する件（平成１７年淡路市条

例第１０１号「岩屋温浴施設」） 
 
１ 施設名等  岩屋温浴施設 淡路市岩屋３５７０番地７７ 

２ 指定管理者 株式会社キャトルセゾン松帆 

         代表取締役 岸本保 

３ 指定期間  令和６年４月１日～令和９年３月３１日 

４ 選定方法  非公募   ３年間 

商工観光課 

議案第８９号 ○ 公の施設の指定管理者の指定に関する件（平成２９年淡路市条

例第１４号「香りの公園」） 
 
１ 施設名等  香りの公園 淡路市多賀５３０番地１ 

２ 指定管理者 株式会社淡路島パルシェ 

         代表取締役 石井廣志 

３ 指定期間  令和６年４月１日～令和９年３月３１日 

４ 選定方法  非公募   ３年間 

商工観光課 

議案第９０号 ○ 公の施設の指定管理者の指定に関する件（平成１７年淡路市条

例第１６７号「東浦農林漁家高齢者センター」） 
 
１ 施設名等 東浦農林漁家高齢者センター 淡路市浦６２３番地 

２ 指定管理者 東浦手づくり加工グループ 昆
こん

陽
よう

隆子 

３ 指定期間  令和６年４月１日～令和９年３月３１日 

４ 選定方法  公募    ３年間 

農林水産課 

議案第９１号 ○ 公の施設の指定管理者の指定に関する件（平成１７年淡路市条

例第２０５号「仮屋漁港駐車場」） 
 
１ 施設名等  仮屋漁港駐車場 淡路市仮屋漁港内 

２ 指定管理者 仮屋漁業協同組合 代表理事組合長 相田欽司 

３ 指定期間  令和６年４月１日～令和９年３月３１日 

４ 選定方法  非公募   ３年間 

農林水産課 

議案第９２号 ○ 公の施設の指定管理者の指定に関する件（令和３年淡路市条例

第１１号「ジビエ処理加工施設」） 
 
１ 施設名等  ジビエ処理加工施設 淡路市興隆寺９４０番地１ 

２ 指定管理者 合同会社興隆寺 代表社員 藤岡淳二 

３ 指定期間  令和６年４月１日～令和１６年３月３１日 

４ 選定方法  非公募   １０年間 

農林水産課 

 
３ 予  算    ４件 

 (１) 補正予算   ４件 

議案等番号 件           名 所管課 

議案第９３号 ○ 令和５年度淡路市一般会計補正予算（第７号） 

 

 補正額       ２４億７，７１０万円余 

 補正後の予算額  ４００億８，５９０万円余 

 繰越明許費補正        追加２件 

 債務負担行為補正       追加１件 

 地方債補正          変更５件 

財 政 課 

議案第９４号 ○ 令和５年度淡路市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 福 祉 総 務 課 
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（事業勘定） 

 補正額       ３億４，２１０万円余 

 補正後の予算額  ６０億８，１５０万円余 

（直営診療施設勘定） 

 補正額           １２０万円 

 補正後の予算額   １億３，４７０万円 

議案第９５号 ○ 令和５年度淡路市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

 

（保険事業勘定） 

 補正額           １１０万円 

 補正後の予算額  ５６億２，０４０万円余 

（サービス事業勘定） 

 補正額           ２８０万円 

 補正後の予算額   １億１，８３０万円 

長 寿 介 護 課 

議案第９６号 ○ 令和５年度淡路市下水道事業会計補正予算（第１号） 

 

（収益的収支） 

 支出 

補正予算額        １００万円余 

  補正後の予算額 ２３億６，０７０万円余 

（資本的収支） 

 収入 

  補正予算額        １００万円余 

  補正後の予算額 １７億９，８１０万円余 

 支出 

補正予算額         １０万円余 

  補正後の予算額 ２５億４，９００万円余 

下 水 道 課 

４ 諮  問    １件 

議案等番号 件           名 所管課 

諮問第 ５号 ○ 人権擁護委員候補者の推薦に関する件 
 

 岨和正委員の任期満了（令和３年４月１日から令和６年３月３

１日まで）による後任委員候補者の推薦 

 ※ 後任委員の任期は、令和６年４月１日から令和９年３月３

１日までの３年間 

市 民 人 権 課 

 
 

５ 報  告    １件 

議案等番号 件           名 所管課 

報告第１３号 ○ 専決処分した事件の報告について（市道生穂津名の郷線道

路改良工事（２工区）請負変更契約の締結） 

生 活 環 境 課 

 


